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シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

パ
ソ
コ
ン・ス
マ
ホ
無
料
相
談
室

開
催
日
時
の
変
更

■
変
更
前
毎
月
第
２
・
４
木
曜
日

午
後
１
時
～
２
時
■
変
更
後
毎
週

月
曜
日
午
後
１
時
～
３
時
i
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
４
２

２

−

２７

−

７
１
１
７
）

ふ
れ
あ
い・い
き
い
き
サ
ロ
ン

助
成
希
望
団
体
募
集

　

高
齢
者
、
障
が
い
の
あ
る
方
、

子
育
て
中
の
親
子
な
ど
の
孤
立
予

防
、
地
域
の
見
守
り
を
目
的
と
し

た
非
営
利
の
サ
ロ
ン
団
体
に
助
成

し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
立
ち
上
げ
る

方
、
す
で
に
活
動
を
始
め
て
い
る

団
体
も
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

t
市
内
を
拠
点
と
し
、
原
則
月
１

回
以
上
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
ふ

れ
あ
い
・
い
き
い
き
サ
ロ
ン
登
録

団
体
※
事
前
に
登
録
が
必
要
で
す

m
４
月
１
日
～
３０
日
に
、
電
話
ま

た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
小
金
井
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー（
☎

０４２

−

３８７

−

０
０
１
１
avc-ko

ga 

n
ei@

circu
s.o

cn
.n

e.jp

）
へ

福
祉
タ
ク
シ
ー
助
成

　

障
が
い
の
あ
る
方
が
通
院
等
生

活
の
た
め
に
利
用
し
た
タ
ク
シ
ー

代
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

t
在
宅
で
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
▽

身
体
障
害
者
手
帳
の
体
幹
機
能
ま

た
は
下
肢
障
が
い
の
程
度
が
３
級

以
上
、
視
覚
障
が
い
の
程
度
が
２

級
以
上
、
内
部
障
が
い
の
程
度
が

１
級
▽
愛
の
手
帳
の
障
が
い
の
程

度
が
２
度
以
上
▽
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
障
が
い
の
程
度
が

２
級
以
上
※
精
神
障
が
い
の
方

は
、
認
定
審
査
が
必
要
で
す
■
助

成
額
１
か
月
３
千
円
ま
で

【
新
た
に
申
請
す
る
方
へ
】

　

申
請
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
対
象
の
方
で
、
助
成
を
受

け
て
い
な
い
方
は
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　

た
だ
し
、
ガ
ソ
リ
ン
費
助
成
を

受
け
て
い
る
方
へ
の
助
成
は
で
き

ま
せ
ん
。

【�

助
成
の
決
定
を
受
け
て
い
る

方
】

　

３
月
下
旬
に
請
求
用
紙
を
発
送

し
ま
し
た
の
で
、
請
求
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
振
込
日
４
月
２６
日
（
金
）
■
請

求
方
法
i
４
月
１０
日
（
消
印
有

効
）ま
で
に
、郵
送
ま
た
は
直
接
、

タ
ク
シ
ー
の
領
収
書
（
令
和
５
年

１０
月
～
６
年
３
月
分
）
を
請
求
書

に
添
え
て
、
自
立
生
活
支
援
課
相

談
支
援
係
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住

所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階

☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
１
f
０４２

−

３８４

−

２
５
２
４
）
へ

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給

　

４
月
期
分
＝
令
和
５
年
１２
月
～

６
年
３
月
分

■
振
込
日
４
月
１０
日
（
水
）

　

振
込
日
以
降
、
通
帳
で
お
確
か

め
く
だ
さ
い
。
金
融
機
関
に
よ
っ

て
は
２
・
３
日
遅
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
▽
振
込
日
以
降
、
７

日
を
過
ぎ
て
も
振
り
込
ま
れ
な
い

場
合
▽
氏
名
ま
た
は
住
所
、
口
座

を
変
更
し
た
場
合
▽
施
設
に
入
所

し
た
場
合
▽
障
が
い
の
程
度
が
変

わ
っ
た
場
合
i
自
立
生
活
支
援
課

障
害
福
祉
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８

４
２
）

予
防
接
種
等
保
健
衛
生
事
業
は
健
康
ガ
イ
ド
へ

子子
どど
もも

子子
育育
てて

母
子
保
健
ガ
イ
ド

母
子
保
健
ガ
イ
ド

【
む
し
歯
予
防
教
室
】

d
５
月
９
日
～
３０
日
の
毎
週
木
曜

日
午
前
９
時
か
ら
、
９
時
３０
分
か

ら
u
歯
磨
き
練
習
、
栄
養
相
談
な

ど
※
希
望
者
は
歯
科
健
診
を
受
診

可
t
令
和
３
年
１０
月
生
ま
れ
（
２

歳
６
か
月
）
～
５
年
４
月
生
ま
れ

（
１
歳
）
の
子
ど
も
※
転
入
等
で

対
象
年
齢
を
過
ぎ
て
い
る
場
合

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
s
各
回
６

人
（
申
込
順
）

【
離
乳
食
教
室
】

d
▽
２
回
食
＝
５
月
２１
日
（
火
）

午
後
２
時
３０
分
～
３
時
４５
分
▽
３

回
食
＝
５
月
１０
日
（
金
）
午
後
１

時
３０
分
～
２
時
４５
分
u
歯
科
衛
生

士
・
管
理
栄
養
士
に
よ
る
講
義
な

ど
t
▽
２
回
食
＝
お
お
む
ね
６
～

７
か
月
児
の
保
護
者
▽
３
回
食
＝

お
お
む
ね
８
～
１１
か
月
児
の
保
護

者
s
各
日
１２
人
（
申
込
順
）
e
親

子
同
室

【
両
親
学
級
】

d
５
月
２５
日
（
土
）
午
前
９
時
３０

分
～
正
午
u
妊
娠
、
出
産
、
育
児

の
話
、
沐も

く

浴
実
習
等
t
お
お
む
ね

１６
～
２７
週
の
妊
婦
・
パ
ー
ト
ナ
ー

の
方
（
妊
娠
週
数
は
目
安
で
す
。

初
産
婦
の
み
）
s
４４
人（
申
込
順
。

各
家
庭
２
人
可
）

【
妊
婦
歯
科
教
室
】

d
５
月
２５
日
（
土
）
午
前
９
時
か

ら
、
１０
時
か
ら
、
１１
時
か
ら
u
歯

科
衛
生
士
に
よ
る
歯
磨
き
練
習
・

各
種
測
定
・
個
別
相
談
等
t
お
お

む
ね
１６
～
２７
週
の
妊
婦
s
各
回
４

人
（
申
込
順
）

―
―
◇
共
　
通
◇
―
―

b
保
健
セ
ン
タ
ー
m
４
月
１
日
か

ら
、
電
話
で
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ

ー
母
子
保
健
係
（
☎
０４２

−

３２１

−

６

２
９
６
）
へ
※
４
月
１
日
以
前
の

問
い
合
わ
せ
は
健
康
課
健
康
係

（
☎
０４２

−

３２１

−

１
２
４
０
）
へ

休
日
校
庭
（
遊
び
場
）
開
放

　

子
ど
も
の
遊
び
場
不
足
を
補

い
、
安
全
で
広
い
遊
び
場
を
確
保

す
る
た
め
、
市
立
小
学
校
の
校
庭

を
開
放
し
て
い
ま
す
。

■
開
放
日
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
（
振

替
休
日
を
含
む
）
お
よ
び
冬
・
春

休
み
期
間
※
年
末
年
始
、
夏
休
み

期
間
、
１２
月
～
翌
年
３
月
の
土
曜

・
日
曜
・
祝
日
（
冬
・
春
休
み
期

間
を
除
く
）
は
開
放
し
ま
せ
ん
※

学
校
行
事
等
で
実
施
し
て
い
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
■
開
放
時
間
▽

３
～
１０
月
＝
午
後
１
時
～
５
時
▽

１１
月
＝
午
後
１
時
～
４
時
３０
分
▽

冬
休
み
期
間
＝
午
後
０
時
３０
分
～

４
時
t
幼
児
と
保
護
者
、
小
・
中

学
生
e
校
庭
開
放
指
導
員
が
、
遊

び
の
指
導
や
安
全
管
理
を
行
っ
て

い
ま
す
。
ボ
ー
ル
な
ど
の
遊
具
も

備
え
て
い
ま
す
i
生
涯
学
習
課
生

涯
学
習
係
（
☎
０４２

−

３１６

−

６
６
０

０
）交

通
安
全
教
室

　

新
学
期
を
迎
え
る
お
子
さ
ん
向

け
の
交
通
安
全
教
室
で
す
。

d
４
月
７
日
（
日
）
午
後
１
時
～

３
時
b
む
さ
し
小
金
井
自
動
車
学

校
（
緑
町
１

−

３

−

２６
）
i
小
金

井
警
察
署
（
☎
０４２

−

３８１

−

０
１
１

０
）、
市
交
通
対
策
課
交
通
対
策

係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
５
０
）

子
育
て
を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
方
へ

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
依
頼
会
員
登
録
説
明
会

d
b
４
月
１７
日
（
水
）
＝
上
之
原

会
館
、
５
月
１８
日
（
土
）
＝
東
小

金
井
駅
開
設
記
念
会
館
・
マ
ロ
ン

ホ
ー
ル
、
６
月
１９
日
（
水
）
＝
保

健
セ
ン
タ
ー
い
ず
れ
も
午
前
１０
時

～
１１
時
３０
分
t
市
内
在
住
で
、
原

則
生
後
５７
日
～
小
学
生
の
子
ど
も

と
同
居
し
て
い
る
方
e
保
育
有
り

（
要
事
前
申
込
）
m
開
催
日
の
２

週
間
前
か
ら
、
電
話
で
フ
ァ
ミ
リ

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
☎

０４２

−

３２０

−

１
７
０
１
＝
日
曜
・
祝

日
を
除
く
午
前
９
時
～
午
後
５

時
）
へ

　

福
祉
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度

は
、福
祉
サ
ー
ビ
ス
全
般
に「
納

得
で
き
な
い
」「
苦
情
が
言
い

に
く
い
」
と
き
に
、
問
題
の
迅

速
な
解
決
の
た
め
に
利
用
し
て

い
た
だ
く
市
独
自
の
制
度
で

す
。

　

市
長
か
ら
権
限
を
与
え
ら
れ

た
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
、
公

正
中
立
の
立
場
で
調
査
し
、
苦

情
調
整
等
を
行
い
ま
す
。
福
祉

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
職
務
上
の
秘

密
を
守
る
責
務
が
あ
り
ま
す
の

で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
相
談
で
き
る
苦
情
内
容
】

▽
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保

険
、
高
齢
者
福
祉
、
障
が
い
者

福
祉
、
児
童
福
祉
、
生
活
保
護

等
）
の
内
容
に
つ
い
て

▽
窓
口
の
対
応
に
納
得
で
き
な

い
と
き

▽
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
な
ど

の
対
応
に
不
満
が
あ
る
と
き

※
苦
情
の
内
容
が
そ
の
事
実
の

あ
っ
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
し

た
も
の
や
裁
判
中
の
も
の
等
は

申
し
立
て
で
き
ま
せ
ん

【
苦
情
申
し
立
て
が
で
き
る

　
方
】

▽
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い

る
方
や
受
け
よ
う
と
し
て
い
る

方▽
本
人
の
家
族

▽
同
居
の
人
等

【
苦
情
申
し
立
て
の
方
法
】

　

事
務
局
に
事
前
に
苦
情
相
談

の
予
約
を
し
、
水
曜
日
の
午
後

１
時
～
５
時
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス

苦
情
調
整
委
員
事
務
局
（
市
役

所
第
二
庁
舎
８
階
）
で
福
祉
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
が
直
接
面
談
等

で
、苦
情
等
を
お
聴
き
し
ま
す
。

　

な
お
、
予
約
は
水
曜
日
以
外

で
も
電
話
等
で
事
務
局
職
員
が

受
け
付
け
、
日
程
を
調
整
し
ま

す
。

【�

福
祉
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
次
の

方
で
す
】

▽
三
浦
希
美
さ
ん
（
弁
護
士
）

▽
藤
㟢
太
郎
さ
ん
（
弁
護
士
）

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整
委
員
制
度（
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
）

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整
委
員
制
度（
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
）

i
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整

委
員
事
務
局
（
〒
１８４

−

８
５

０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第

二
庁
舎
８
階
☎
f
＝
０４２

−

３８３

−

１
２
２
５
）
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